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★知っていますか？住宅支援の詳細 

                        ★コラム 

                        ★こちらもご覧ください 

                         （ブログ・フェイスブックのご案内） 

                                                

知っていますか？ これからの住宅支援の詳細… 
 

９月１４日に福島県より「福島県民間賃貸住宅等家賃補助事業補助金交付要綱」が発表になりました。 

ここにはこれからの住宅支援の関する詳細が記載されています。 

「んんん？ 何が書いてあるの？」   今回の発表を読み解いていくと… 

無償借り上げ住宅の支援に続く施策は、あくまで家賃の「補助事業」であること。 

補助を受けたい方でその資格を有する方が各種申請をして交付決定を受ける必要があります。 

  住み替えをせずに現在居住している無償借り上げ住宅に引き続き住む方も、 

自動で「無償借り上げ」→「家賃の１/２の家賃補助」へ移行はなりません。 

自分で書類を準備して期限内に申請をして交付決定を受ける必要があるんです！！ 
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≪交付要綱・申請書等、印刷ができずに困っている方へ≫ 

ふっこにプリントアウトしたものを準備しています。 

必要な方は連絡ください m(__)m       

２０１６＊１０＊１４  

第 ７ 号 
 

NPO法人 
やまがた絆の架け橋ネットワーク 

29 年４月からはどこに

住みますか？ 

住み替えをするつもり 

家賃補助の対象に 

なりますか？ 

現在の借り上げ住宅に 

引き続き住みたい 
⇒まだの場合は 

不動産業者・大家さんへ

連絡と確認を！ 

 

29 年３月末までに移転が

完了すれば「引越補助」を

受けることができます 

※注意！！ 

３月 31 日までに借り上

げ住宅の退去(引払い)

を完了させること。 

購入や補助対象外

での引っ越し 

なると確定している。 

なると思うか自信がない 

わからない 

ならないと確定している 

（公営住宅は家賃補助の

対象外です） 

山形での生活を継続 

住む場所は？ 

現在の借上げ住宅の契約

は 29年３月 31日まで。 

期限内での退去を。 

山形県・ 

福島県以外へ引っ越し 

すぐに交付要綱を入手して「収入要

件事前確認依頼」を行ってください。 

「収入要件事前確認依頼書」(第１号

様式)に必要書類を添えて提出！ 

【期限：平成 28年１２月 28日】 

すぐに交付要綱を入手して内容の詳細を確

認してください。 

期限内に「民間賃貸住宅等家賃補助事業補

助金交付申請書」(第３号様式)に必要書類を

添えて申請する必要があります。 

 

対象となることが 

確定したら 

帰還する 

民間賃貸や 

雇用促進へ 
※雇用促進は入居条件あり 

公営住宅へ 

「書き方がわからない…」 

「自分で手続きをする自信がない(TT)」 

ふっこでお手伝いしますよ～♪ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 こちらもぜひご覧ください 
 

カレンダーに載っているイベント以外もちっちゃなことを実はやっている fucco。 

「その情報ってどこで見られるの？」 

ここで見ることができるんです！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 10月のつながる PJ さんのよるごはんの会ははじめてさんも多く、 

にぎやかな会となりました。「おたよりを見て申込みました」 

「初めてなのですが…」という方も。もちろん大歓迎ですよー(*^_^*) 

 「ほっとできる場所がある」という小さいけど支えになりたくて。 

毎月開催していけるように準備しているとのこと！ 

「今月は参加できないけど、来月いこーっと♪」 

一人じゃ参加しづらいなぁ…という方は、お友達誘ってどうぞ～  

ＮＰＯ法人やまがた絆の架け橋ネットワーク代表理事の早坂信一が語るコラム ２ 

「禍転じて福と為す」 
 

皆さんこんにちは。ＮＰＯ法人やまがた絆の架け橋ネットワーク代表理事の早坂です。 

すっかり空気も秋めいてきて、山形は秋祭りやイベント満載の時期になりました。皆さん今年の芋煮はもう食

べたでしょうか。私もお祭りの準備で毎日忙しくしております。 

 さて、先月福島県から借り上げ住宅を延長する際の家賃補助に関する制度の一部要件が緩和されたと発表が

ありました。全国から上がった声に応えたとの事でしたが、なぜこのタイミング？と、考えたとき、「むむむ、

一気に戻ってこられても住宅が確保出来ないということか・・・？」と勝手に推測しておりますが、いずれに

せよ支援を受けられる人が増えたのは歓迎すべきことですね。 

 今週から私は少しでも皆さんに対する支援の幅が広がる事になればと思い、山形県をはじめ、関係各所に山

形県独自の支援策を作るよう提案して回ります。この記事が掲載される頃にはうれしい報告が出来るよう頑張

ってまいります。応援よろしくお願い致します。 

 

ブログ 

イベントの報告なども掲載しています。 

「どんな雰囲気だったのかなぁ～？」 

そんな方、ちろりとのぞいてみてください♪ 

 

http://kakehasi.jpn.org/ 

 ⇒こころの公民館 ⇒ fuccoの日々 

 

フェイスブック 

「やまがた絆の架け橋ネットワーク」を検索 

 

        をお願いします！ 

 

各種イベントの申し込み状況やイベントの 

先行情報、臨時 Closeのお知らせもこちらから 


